
第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

所属名 胎内市　福祉介護課 胎内市　福祉介護課

担当者名 近　雅幸 河内桂子

担当電話 0254-43-6111(1154) 0254-43-6111(1131)

保険者名
①計画に記載した取組と

目標の内容
②目標を設定するに
至った現状と課題

③数値目標
（数値を設定していない
場合は評価する基準）

④令和５年度に実施した
具体的な取組と数値

目標（③）の実績

⑤左記（③と④）を
評価する手法

⑥評価結果
（⑤による評価。
選択基準は記載

例参照）

⑦評価結果を受けた
課題と対応策

胎内市

〇健康で、生きがいを持ち、
できるだけ自立した生活が維
持できるようにする。

「通いの場」の立ち上げ支援
と継続支援

〇高齢化の伸展（令和３年度
末高齢化率36.4％。高齢者人
口は、今後ゆるやかに減少す
るが高齢化率は令和22年度ま
で増加が続くと推計）
〇要支援1・2認定者の介護保
険認定申請の原因疾患が骨関
節疾患と転倒骨折によるもの
で約４割を占める。
〇高齢者が歩いて通える身近
な地域で、介護予防に資する
取組を広く実施していく必要
がある。

〇住民主体の介護予防に資す
る「通いの場」立ち上げ支援
　　　　  R2　R3　 R4　 R5
箇所　　５　　２　　３　　３

〇住民主体の介護予防に資す
る「通いの場」継続実施
　　　　　R2　R3　 R4　 R5
箇所　　32   12   13   14

※R２年度は実績値、Ｒ３年度
以降は目標値

〇住民主体の介護予防に資する「通いの
場」立ち上げ支援
　R５年度実績値：２か所
　地域からの要請を受けて集会場等へ赴
き、介護予防の重要性や通いの場立ち上
げ支援について説明。

〇住民主体の介護予防に資する「通いの
場」継続実施
　R５年度実績値：36か所
　立ち上げ支援終了後の地域へ赴き、実
施内容の確認やコロナ禍での実施方法に
ついて助言等を行った。

年間の新規立ち上げ支援
箇所と継続実施活動箇所
を集計し、評価する。

◎

　基本的な感染症対策を周知し
ながら、地域において、高齢者
の生活機能向上と地域社会参加
活動への参加を図っている。
　また、36か所で介護予防に資
する「通いの場」が継続されい
ることについては、住民に介護
予防の必要性が浸透してきてお
り、住民自身が介護予防の効果
を実感していることが大きいと
思われる。
　継続的な支援と、効果的な介
護予防について助言を行ってい
く。

胎内市

〇健康で、生きがいを持ち、
できるだけ自立した生活が維
持できるようにする。

「通所型短期集中予防サービ
ス」「訪問型短期集中予防
サービス」の実施

〇高齢化の伸展（令和３年度
末高齢化率36.4％。高齢者人
口は、今後ゆるやかに減少す
るが高齢化率は令和22年度ま
で増加が続くと推計）
〇要支援1・2認定者の介護保
険認定申請の原因疾患が骨関
節疾患と転倒骨折によるもの
で約４割を占める。
〇転倒骨折のハイリスク者あ
るいは疾患により機能低下を
来した高齢者に対して、軽度
のうちに集中的に関り、早期
に回復を図ることで、重症化
防止・自立支援を目指す必要
がある。

〇通所型短期集中予防サービ
ス
　　　　　　　 R2　 R3　 R4　 R5
実施回数　　８　　８　　８　　８
（コース）

〇訪問型短期集中予防サービ
ス
　　　　　　  R2　 R3　 R4　 R5
実人数　　 11　　６　　６　　６
(人）

※R２年度は実績値、Ｒ３年度
以降は目標値

〇通所型短期集中予防サービス
　令和５年度実施回数：８コース・96回
（強化型再掲：２コース・24回）
　参加者実76（強化型13）人に対して、
運動・栄養・口腔に関する専門職が介護
予防の取組について指導・助言。
・８コース全体：改善率　53.6％
　強化型：改善率　69.2％

〇訪問型短期集中予防サービス
　令和５年度実人数：８人（89回）
　アセスメントに基づき担当する専門職
を選定し、より個別性の高い指導・助言
を実施。
・維持率　100.0 ％

※「維持・改善率」は、基本チェックリ
ストによる判定。
※通所・訪問いずれもサービス終了後に
通いの場等への参加を促した。

〇通所型短期集中予防
サービス：年間実施回数
及び前年度との改善率の
比較（前年度改善率
54.0％）

〇訪問型短期集中予防
サービス：年間実施回数
及び前年度との改善率の
比較
（前年度改善率20.0％）

◎

　令和５年度は、令和４年度に
実施した「新潟県介護予防・生
活支援サービス強化支援事業」
で学んだことを活かし、強化型
の短期集中サービスを実施し
た。
　通所型短期集中予防サービス
の資質向上とサービス内容の充
実を図ったことにより、参加者
の身体機能向上、生活機能改善
が図られた。当該事業終了後の
生活の在り方について、本人と
支援者が共有し、高齢者が自主
的に介護予防に取り組める支援
している。
　目標設定についても、単に身
体機能の改善を目指すものでは
なく、社会参加や役割の獲得
等、高齢者が自立した生活を継
続できるよう支援していく必要
がある。
　
　令和５年度新潟県地域ケアマ
ネジメント力強化支援事業に参
加した。短期集中サービスを軸
にし、地域支援事業を連動さ
せ、高齢者の介護予防・自立支
援の取組強化を行っていく。
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保険者名
①計画に記載した取組と

目標の内容
②目標を設定するに
至った現状と課題

③数値目標
（数値を設定していない
場合は評価する基準）

④令和５年度に実施した
具体的な取組と数値

目標（③）の実績

⑤左記（③と④）を
評価する手法

⑥評価結果
（⑤による評価。
選択基準は記載

例参照）

⑦評価結果を受けた
課題と対応策

胎内市

〇支援や介護が必要となった
ときには、予防や重症化防止
を重視した医療・介護・福祉
サービスを適切に受けること
ができるようにする。

「要介護認定の適正化」の実
施

認定調査員により、調査票に
ばらつきがあるため、調査員
の技術の向上及び調査内容の
平準化を図る必要がある。

研修会　　　R2　 R3 　R4　 R5
実施回数　　２　　２　　２　　２

※R2年度は実績値、R3年度以
降は目標値

〇認定調査員研修会
令和５年度実施回数：２回
e-ラーニングシステムによるテスト実施

　認定調査票について、市職員が調査項
目の選択と特記事項の整合性を全件確認
した。また、各調査員の判断基準の統一
と理解を深めることを目的に研修会とテ
ストを実施し、テスト結果は各調査員へ
フィードバックした。 研修会の実施回数により

評価する。
◎

　認定調査員への研修が、要介
護（要支援）認定において公平
かつ公正な判断を下すための、
継続的な学習と知識の更新につ
ながっており評価できる。
引き続き、正確な認定により、
利用者に適切なサービスとなる
よう努めたい。

胎内市

〇支援や介護が必要となった
ときには、予防や重症化防止
を重視した医療・介護・福祉
サービスを適切に受けること
ができるようにする。

「ケアプラン点検」の実施

点検するプランの中には、現
状から課題が導き出せていな
いものやサービス提供を優先
しているものも見受けられる
ため、自立支援に資する適切
なケアプランとなっているか
を確認する必要がある。

　　　　　 R2    R3　  R4    R5
点検数　240　200　200　200

※R2年度は実績値、R3年度以
降は目標値

〇ケアプラン点検数
令和５年度点検数：１８１件

内訳
・介護予防ケアマネジメント
　　　（総合事業分）：１２４件
・居宅介護支援事業所等：５７件

　書面や訪問点検により自立支援に基づ
いたプランであるか、利用者にとって適
切なサービスであるか等の確認を行っ
た。

ケアプラン点検数を集計
し、実施状況を評価する。

◎

　ケアプラン点検が、自立支援
の促進や、介護支援専門員と事
業者との連携を強化に繋がって
おり、評価できる。
引き続き、利用者に適切なサー
ビスを提供できるように努めた
い。

2


